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はじめに

　私たちは誰でも、安心して食生活を送りたい、と思っています。

　そのためには、私たちが口にする様々な食品から毒性・危険性を排除した、安全な食生活

を実現する必要があると思いがちです。

　しかし実際には、すべての食品からすべての毒性を取り去ることは不可能、ということは

あまり知られていません。例えば、アルコール飲料は発がん物質です。ポテトチップスやフ

ライドポテト、コーヒー、わらび、ピーナッツ、一部の食品のこげなどには、発がん物質が

含まれている可能性があります。また、干し昆布、干ししいたけ、牛乳、食パン、ビールなど、

ごく身近にある食材には、微量の放射性物質が含まれています。

　それでは私たちは、これらの事実をどう受け止め、対処すべきなのでしょうか。

　実は、安全な食生活のために、科学的に食品の安全性を調べることが行われています。 こ

れを「リスク評価」と呼びます。また、このようなリスク評価を正しく理解してその情報を

人々に広め、伝達していくこと、これを「リスクコミュニケーション」と呼びます。豊かで

安心な食生活。そのためには、食品に関するリスク評価を正しく理解し、それをリスクコミュ

ニケーションによって社会全体で共有していくことが、一番の近道であると言えましょう。

　このハンドブックでは、「難しい」「とっつきにくい」、とされているリスク評価を理解す

るために役立つヒントを、リスクコミュニケーションの視点からまとめました。ご活用いた

だけると幸いです。

＊�なお、食品には急性毒性 ( 中毒症状 ) と発がん性があります。本冊子では、一般の関心がより高い発がん性

について扱っています。
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第 1 章　リスク評価とは？

ハザードからリスクへ：食品とリスク評価の歴史

　実は食品におけるリスクという考え方は最初からあったわけではありません。少し説明し

ましょう。

　1915 年、うさぎの耳にコールタールを塗ると発がんすることが分かったのをきっかけに、

発がんに関する実験が行われるようになりました。がんを起こす物質のほとんどは合成化学

物質であるとされ、合成化学物質を禁止すれば発がんは抑制できると考えられたのです。そ

の結果、1958 年米国で「デラニー条項」が制定され、動物実験で発がん性を示した物質は

食品添加物としての使用を禁止されました。

　デラニー条項は、ゼロリスクすなわち、どんなに微量であってもリスクが認められる限り

食品に使用してはならない、という発想で制定された法律です。

　しかしその後研究が進むにつれ、動物実験で発がん性を示すものを発がん物質と仮定する

と、「環境中の水にも空気にも」、そして「ほとんどの食料品にも微量の発がん物質が含まれ

ている」ということが分かってきたのです。また発がん物質（発がんハザード）の中にも、

物質ごとにがんを引き起こす強さの程度に差があり、実際に発がんする確率は、その強さと

量（ばく露量）によって決まることも分かってきました。これらの発見により、ゼロリスク

を前提としたデラニー条項は 1996 年、廃止されました。リスクをゼロとするための管理は、

非現実的であるという考え方が広まってきたのです。

　そこで、食品に含まれる化学物質に対するリスクの大きさを、

リスクの大きさ（高さ）… ハザード×ばく露量

で考えていくことになりました。つまり、化学物質のリスクの大きさは、主として「ハザード」

の性質と「ばく露量」、ばく露の方法や遺伝的背景によって決まるということです。

●リスク…危険度、好ましくないことが起きる可能性

●ハザード…危害因子、有害性

●ばく露量…化学物質を食べたり吸ったり、または接触したりした、その量

ハザードが強くても ばく露量 が少なければリスクは小さい。
ハザードが弱くても ばく露量 が多ければリスクは大きい。

「ゼロリスク」はなぜない？

リスクとは、好ましくないことが起こる可能性ということ。リスク評価はそ

の度合いを科学的に判断すること。安全な食生活のために、ぜひリスク評価

について知っておきたいですね。

「ゼロリスク」の考え方で
食品を管理すると、

食べられるものがなくなってしまう。

　そもそも「リスク」とは何でしょうか？リスクとは好ましくないことが起こる可能性です。

私たちが普通に生活する中で、リスクはどこにでもあります。道を歩いていても、部屋の中

にいても。つまり「100%安全」というものはないのです。

  そしてもちろん、食品にもリスクはあります。もし食品のリスクをゼロにしようとしたら、

食べられるものがなくなってしまいます。ですから、食品の科学的評価においても、リスク

がゼロではないことを前提としなければなりません。

　これらのことから、安全な生活と環境を維持するために「ゼロリスク」を目指すのではなく、

まずは「リスクの程度を科学的に評価しよう」という、「リスク評価」の考え方が生まれました。

リスク評価は、安全な環境や食品を提供するための、ひとつの目安となるのです。

●ゼロリスク…リスクをゼロにしなければ安全 / 安心は得られないという考え方
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第 1 章　リスク評価とは？

IARC による、ヒト（人）に対する発がん性分類リスト

グループ 1【発がん性がある】
タバコの煙、アルコール飲料、ダイオキシン、アフラトキシン ( ピーナッツなどに発生
するカビ )、ベンゾピレン ( 一部の食品のこげやタバコの煙 )、太陽光線、ほか

グループ 2A【発がん性がおそらくある】
アクリルアミド ( じゃがいもなどを高温で揚げた際に生成される )、ディーゼルエンジン
の排ガス、ほか

グループ 2B【発がんの可能性がある】
わらび、コーヒー、超低周波 [ELF] 磁界 ( 送電線や家電製品から生じる )、携帯電話から
の電磁波、ほか

グループ 3【発がん性について分類できない】

グループ 4【たぶん、人の発がんの可能性がない】

ここで気をつけなければならないのは、この IARC のハザード分類が示すのは、「発
がん性に関する科学的根拠の強弱」だけ、という点です。「発がん性そのものの強さ」
を示しているのではありません。ですからリストにある物質でも、その摂取イコール

「がんになる」という訳ではないのです。

リスクが小さい

「ハザード」と「リスク」の関係

　お酒（アルコール飲料）は発がん物質です。多量摂取の場合にはリスクが高くなりますが、

適量であれば逆に体には良いとされています。少量では、リスクが低く、健康への懸念は生

じません。

リスクが大きい

リスクの大きさは、主にハザードの強さと量の関係で決まるということなの

です。

「ハザード」はどうやって決まる？

　では発がんに関する「ハザード ( 危害因子、有害性 )」とは、どのようなものがあり、誰
がどのように確認するのでしょうか。実は、発がん物質と断定されているものから、可能
性があるものまで様々あります。現在、IARC（WHO の関連機関である国際がん研究機関）
などの機関では、人への影響を見る「疫学 ( 集団を対象とした疾病の研究 )」と「動物実験」
との結果に基づいて、発がんハザードを確認しています。

　IARC の場合、その評価委員は世界各国の専門家から構成されており、複数の論文（科学デー
タ）を評価し、その物質が発がん物質かどうか、どの程度の科学的根拠があるのか、という
結論を出します。これをハザード同定（もしくは、有害性評価）と呼びます。そして、その
科学的根拠がどれだけあるのかによって、グループ 1 から 4 まで分類します。動物実験と
疫学の研究結果で違いがある場合は、疫学（人への影響を見る）の研究結果が優先されます。

　さて、ハザードについて分かったとしても、それはリスクへの対応の「第一歩」に過ぎま
せん。次のページより、さらに詳しく説明しましょう。



� �

第 1 章　リスク評価とは？

リスクアナリシス

　リスクに対応するために、リスクアナリシス（risk analysis）という考え方があります。

　科学的なリスク評価は、リスクアナリシスにおいて、リスクへの対応を決めるための判断

材料として大切な、最初の一歩です。

・リスク評価（科学的判断）

・リスク管理（リスクコントロールのための政策／経営判断）

・リスクコミュニケーション（�専門家が別の人に、リスクについてそれがどんなリスクなのか、

どの程度のリスクなのか、 またそれにどう対応すべきなのかな

どの情報を伝え、対話すること）

　この 3 つの要素がリスクアナリシスを構成しています。

リスクアナリシス

リスクコミュニケーション

リスクへの対応

リスク評価 リスク管理

国ごとのリスク評価

　食品のリスク評価は、それぞれの地域や国のリスク評価機関が取り組んでいます。EU で

は EFSA（欧州食品安全機関）が、それぞれの EU 加盟諸国では、例えば、ドイツでは BfR（ド

イツ連邦リスク評価研究所）、イギリス FSA（食品基準庁）、アメリカでは CFSAN（食品

安全応用栄養センター）などが行っています。そして日本では、食品安全委員会がその役割

を果たしているのです。

　これらの評価機関によるリスク評価の結果に基づき、各国のリスク管理機関が政策を打ち

立て、リスク管理を行います。日本では、農林水産省、厚生労働省など、例えばアメリカで

は US FDA（アメリカ食品医薬品庁）がその役割を果たしています。

各国それぞれのリスク評価機関が食品のリスク評価を行っている。
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　実際の生活におけるリスクはどうやって分かるのか。もう少しリスク評価について詳しく
見ていきましょう。
　リスク評価では、定性的評価と定量的評価が混在しており、「有害性評価」（①）から始まり、
最終的に「リスク ( 危険度 ) 判定」（④）に至ります。

　このようなプロセスを経て、リスク判定が初めて可能となります。

●定性的評価…ある物質に関して、その性質に対する評価
●定量的評価…ある物質に関して、その量に対する評価

　詳しくは、リテラジャパン HP（www.literajapan.com/handbook）をご覧下さい。

　リスク評価という科学的判断へは、政治は不介入です。それによって、科学の独立性が保

たれることになります。ですから、リスク評価とリスク管理は、分離されているのです。

＊国によっては、同一の機関がリスク評価とリスク管理を担当している場合もあります。

第 1 章　リスク評価とは？

リスク評価の独立性

各国の主なリスク管理機関のリスト

US FDA（アメリカ食品医薬品庁）

BMELV（ドイツ連邦食糧農業消費者保護省）

Defra（イギリス環境・食糧・農村地域省）

LNV（オランダ農業・自然・食品安全省）

農林水産省、厚生労働省（消費者庁）

各国の主なリスク評価機関のリスト

CFSAN（�アメリカ食品安全応用栄養センター 

但し、US FDA の内部にある組織）

BfR（ドイツ連邦リスク評価研究所）

FSA（イギリス食品基準庁）

VWA（オランダ食品・消費者製品安全庁）

食品安全委員会

分　離

こうやって国や地域ごとにリスクへの対応がなされるのですね。

リスク評価の 4 要素

①�有害性評価（ハザード同定）では、その物質に有害性のポテンシャルがあるかない
かを確認します。

②�用量・反応評価では、その物質の摂取量 ( ばく露量 ) と有害性の発生度の関係につ
いて量的な相関をみます。①②は実験室で行われます。

③�ばく露評価では、実際にその物質を日常生活でどれだけ摂取しているのか、その具
体的な量を調査します。

④�リスク判定では、②と③を総合的に判断し、どの程度のリスクなのかを見積もりま
す。その結果により、何らかの対応をとるか、対応する必要がないのかを考えます。

実　験　室
❶有害性評価（ハザード同定）

(Hazard identification)

❷ 用 量 ・ 反 応 評 価
(Hazard characterisation)

❸ ば く 露 量 評 価
(Exposure assessment)

日 常 生 活

総 合 評 価
❹ リ ス ク 判 定

(Risk characterisation)

リスク評価の要素
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第 2 章　リスク評価を理解するポイント

動物実験データを元にする場合

　リスク評価においては、ヒトでの科学データ（エビデンス）がそろわない場合が多く、多

くの場合、動物実験のデータをヒトに仮定し、当てはめています（これを「外挿」と言います）。

　しかし、動物とヒトでの種差のため、実際の代謝やメカニズムでは異なる場合が多くあり

ます。そのため、動物とヒトとの種差を考慮し、動物実験から推定される許容量に安全係数(不

確実係数 ) をかけることで不確実性を補い、ヒトの許容量を定めています。ただし、この安

全係数の確かさ、言い換えれば不確かさをどこまで数字で正確に表せるかについては、ヒト

でのデータが得られない以上、科学的に完全な考察は困難です。通常は経験に基づき、個人

差および動物とヒトの種差を考慮し、100 の係数を用いて不確かさによるリスクを小さく

し、安全を担保しています（係数の妥当性の判断には任意性が残されています）。

　また、感受性の違いで生じる個人差、動物実験の信頼性などの課題もあります。

●安全係数…動物実験データの、ヒトへの外挿による不正確さを補うために使用する数値

安全側にたって評価される

　リスク評価は、実際よりも大幅に安全な基準をもって設定されています。

　特に、新しく見つかった「新規」化学物質の場合、データが不十分でありながら、リスク

評価をしなければならないことがあります。

　その場合は、より「安全側」からのリスク評価が行われることになります。

  すなわち、リスク評価は「安全側にたった評価である」ということを知っておく必要があ

るでしょう。

リスク評価の手順と限界
　これまで説明したように、リスク評価の手順は確立されています。ですから、最終段階の「リ

スク判定」で出された結果は「絶対的なものである」と誤解されがちです。

　しかし実際には、「リスク評価の結果 ( リスク判定 ) における許容量」と、「現実の許容量」

には「かい離」があるのも事実なのです。

　なぜでしょうか ?

　それは、動物実験データを人間に当てはめたり、リスクを

過小に見積もることを避けるため安全側にたって評価するこ

とがあるからです。
新しい知見によって変化する

　専門家が集まって検討する有害性評価（ハザード同定）は、新しい知見によっても変わり

ます。

　例えば、サッカリンは、動物実験で発がん物質とされ規制されましたが、約 15 年間にお

よんだ検証の結果、決定的な証拠の報告により「分類できない」とされた物質です。IARC

の分類もそれが不変で絶対のものではない、ということを示すよい例です。実際、様々な他

の物質について、あたらしい科学的知見が発表された場合に、IARC の分類が変更されるケー

スが散見されます。

科学的根拠を持って行う有害性評価も、「絶対的」なものではないのです。

時代ごとの知見に左右される「評価」である、ということを理解しましょう。

これまでに食品でも、販売当初の評価では問題なかった物が、科学の進歩に
よって、後年になって問題とされることもあったようです。
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第 2 章　リスク評価を理解するポイント

1.	 VSD（実質安全量）ー Virtual Safety Dose：遺伝毒性発がん物質はいき値（し
きい値）が存在しないという立場から出発した評価法。10 万分の 1 あるいは 
100 万分の 1 という低い確率でがんを増加させる用量で、通常の生活で遭遇す
る稀なリスクと同程度と解釈される。いき値／しきい値とは、ある反応を起こさ
せるために必要な、最低限の強度、量。影響があるかどうかの境目。

2.	 ALARA ー As Low As Reasonably Achievable：国際的な汚染物質の基準値作成
の基本。食品中の汚染物質を“無理なく到達可能な範囲でできるだけ低くすべき”
であるという考え方。

3.	 MOE（ばく露マージン）ー Margin of Exposure：健康影響に関する評価値を実際
のヒトのばく露量で割った値で、評価値に対してヒトのばく露量がどの程度の安全幅
を持つかの目安となる。通常、リスク管理の優先付けを行う手段として用いられる。

4.	 TTC（毒性学的懸念のいき値／しきい値）ー Threshold of Toxicological Concern：
化学物質については、あるばく露量以下ではヒトの健康へのリスクを引き起こす
確率が極めて低く包括的ないき値／しきい値を設定できるという考え方。毒性
データが不十分で摂取量が微量な化学物質評価に近年用いられる。

リスク評価手法のアプローチ

食品や食品添加物、残留農薬におけるばく露マージン（MOE）

＊ The Carcinogenic Potency Database (CPDB, http://potency.berkeley.edu/) のデータを元に作図。
・�MOE ＝ LTD10 （10%発がん率の信頼下限値。上記 CPDB のサイト参照［英文］）／米国人（体重 70kg）の 1 日平均ばく露量
・�IARC（国際がん研究機関、WHO の外部機関）によるハザード評価で、Group 1 ～ 2B に属する物質を含む食品類、お

よび未評価（#）の食品類について掲載。

ビール ( エタノール )

ワイン ( エタノール )

コーヒー ( カフェ酸 )

マッシュルーム ( ヒドラジン混合物 )

パン ( エタノール )

平均摂取量としての食品中アクリルアミド［JECFA 評価］

トマト ( カフェ酸 )

リンゴ ( カフェ酸 )

総食品中のアクリルアミド

総食品中のアフラトキシン

ニンジン ( カフェ酸 )

総食品中の DDT

ナシ ( カフェ酸 )

ベーコン ( ジエチルニトロソアミン )

水道水 ( クロロホルム )

総食品中の PCBs

ビール ( エタノール )

ワイン ( エタノール )

コーヒー ( カフェ酸 )

マッシュルーム ( ヒドラジン混合物 )

パン ( エタノール )

平均摂取量としての食品中アクリルアミド［JECFA 評価］

トマト ( カフェ酸 )

リンゴ ( カフェ酸 )

総食品中のアクリルアミド

総食品中のアフラトキシン

ニンジン ( カフェ酸 )

総食品中の DDT

ナシ ( カフェ酸 )

ベーコン ( ジエチルニトロソアミン )

水道水 ( クロロホルム )

総食品中の PCBs ※この表には非発がん物質も含まれています。

発
が
ん
の
リ
ス
ク
評
価
優
先
度

高
い

低
い

1

10

100

1,000

10,000

100,000

1,000,000

リスク評価手法のいろいろ

　「リスク評価」と一言で言っても、様々な手法があります。ここで国際的に考えられてい

る様々なリスク評価のアプローチを見て見ましょう。

　1970 年代より米国を中心に、国際的に受け入れられるようになってきた考え方が実質

安全量（VSD）です。10 万分の 1（0.001%）や 100 万分の 1（0.0001%）の発が

ん率であれば、そのリスクは十分に小さく容認できるという考え方で、それより小さければ、

リスクは無視できるリスクとされます。この評価法は、日本を含め、大気汚染規制濃度や飲

料水の水質基準の策定など、非意図的にばく露される化学物質の評価に現在多く使われてい

ます。

　一方、欧州などでは ALARA（As Low As Reasonably Achievable）という考え方が

生まれました。これは、合理的に実現可能な限りできるだけ低減するという考え方です。し

かし、問題は、どこまで低減すればよいのかの具体的な指標に欠ける点です。そこで最近では、

ALARA に代わる考え方がいくつか提言されています。例えば、新たな物質の評価の際に使

われる MOE（Margin of Exposure） という考え方です。

　MOE は複数の物質のリスクを順位付けし、比較する考え方です。リスクのトレードオフ、

つまり、ある物質のリスクを削減するために使われる代替物質のリスクを考える場合に、こ

の方法は有用だと言われています。この考え方は 2005 年、JECFA（FAO/WHO 合同食

品添加物専門家会議）が、食品に含まれるアクリルアミド（じゃがいもを高温で揚げた場合

などに生じる）を評価する際に提言し、現在、欧州のリスク評価機関などで採用されています。
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第 3 章　リスク評価とリスクコミュニケーション

　ハザードとリスクの違いや、動物実験のデータをどう理解するかなど、リスク評価は「難

しい」という理由で、なかなか社会に正しく伝わりません。

　しかしその一方でリスク評価は、われわれが安心で安全な暮らしを営む上でとても大切で

す。リスクを正しく理解せず、不当に大きなリスクであると過大評価したり、あるいは逆に

よく分からないまま過小評価してしまうことは、風評被害や、思わぬ結果につながってしま

う場合があります。

　科学的な根拠に基づいたリスク管理をしていくことと同様、リスク評価を正しく読み解き

伝えること（リスクコミュニケーション）は、とても重要なのです。

　EU の EFSA や日本の食品安全委員会など、多くの国や地域のリスク評価機関が「リスク

コミュニケーション機関」も兼ねている理由がここにあります。

リスクコミュニケーションの重要な役割のひとつは、「リスク評価を正しく読み解き、

伝える」ということです。

思いこみや間違った情報が、短期的・長期的に経済や社会に与える影響は、

決して少なくないでのす。

リスクコミュニケーション

リスク評価を読み解く

リスクコミュニケーション

リスクの大きさを伝える

　リスク評価を伝えるための一つの方法は、そのリスクの大きさを、他のリスクの大きさと

の比較で伝えることです。

　例えば下の図のように、発がんの危険因子（ハザード）には、運動不足や生活習慣など様々

あります。喫煙、野菜不足などの偏った食生活による発がんへの寄与度は実に大きいという

ことが、他との比較でよくわかります。

　目に見えないもの、未知なもの、不確実なものへの不安はつきものです。その不安を軽減

するために、食品のリスク評価がどのようになされているか、その仕組みを分かりやすく社

会に伝えていくことは、とても大切なのです。

  リスク評価の仕組み、課題を理解し、それを一般に読み解くためのリスクコミュニケーショ

ンを積極的に行っていきましょう。

その他
20%ウイルス・細菌

5%

遺　伝
5%

職　業
5%

運動不足
5%

食　事
30%

たばこ
30％

生活習慣と発がんの関与：比較グラフ（米国人を対象にした研究）

安全で安心な社会をつくるために

＊�リスクコミュニケーションのポイントについてさらに詳しくまとめた「リスクコミュニケーションハンドブッ
ク」、「リテラジャパンビデオセミナー」（www.literajapan.com）も併せてご活用ください。

人によってリスクの感じ方は違います。ですから、科学の言葉にも、分かり

やすい説明が必要です。

みんなが安心して生活していくために、今、リスク評価とリスクコミュニケー

ションを正しく理解することが必要とされています。

（Doll & Peto, J Natl Cancer Inst, 1981 アメリカ  を基に作成）
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　リスク評価に関する WEB/ 書籍

●	政府インターネットテレビ
	 「食品安全の基礎知識 ~ クイズで学ぶリスク評価」 
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